
はしがき

毎月第 3 水曜日の 18時半から「大人の水町ゼミ」を開催しています

（正式名称は「最旬労働法研究会【水町ゼミ】」）。労働法の研究者とし

て日頃活動しているなかて＊も、最も刺激的で楽しい時間です。東京・

神田の某所にある会場には毎回約30人が集まり、オンラインでは北海

道から沖縄まて全国各地から500人を超える方々に参加していただい

ています（オンデマンド配信もあり）。参加者の屑書は社会保険労務

士、企業人事担当、労働組合役員、公務員、弁護士などさまざまです

が、一言ていうと、労働法・人事労務管理の現場のプロ（またはセミ

プロ？）。その方々を前に、毎月、労働法で最もホットなトピックを

自分なりに料理しながらお話しさせていただいています。そのなかて

も一番緊迫するのが、各回の質問タイム。事前にいただいた質問だけ

でなく、ライプで会場とオンラインから質問を受け、すべての質問に

答え終わるまでゼミは終わりません。さすが現場の第一線で活躍され

ているプロの皆さんからの質問は、悩み深いものだったり、本質を扶

るようなものだったり。こちらもその都度頭をひねりながら答えを絞

り出しています：

この本は、「最旬労働法教室」の Vol.2 として、 2025年 4 月から

2026年 3 月までに開催されたこのゼミの内容を再現したものです。毎

月、最旬の判例、法律、政府報告書などを取り上げ、ホットなトピッ

クが特になかった静かな月は水町が取り組んでいる最新の研究内容を

報告することとした結果、 1 年間で最新判例 5 本、最新法律関係 4

本、政府審議会・報告書関係 3 本、最新研究 3 本の品揃えとなりまし

た。そして、各回の質問タイムでのやりとりも基本的にそのままの形

て再現されています。この本を読むことで、この 1 年間の労働法のホ

ットなテーマと現場での疑問や悩みを体感していただけるのではない

かと思います。



この本をよりわかりやすくライプ感あふれるものにするために、社

会保険労務士の千明和子さんに毎回のゼミの内容をノートとイラスト

付きて文章にしてもらいました。日本法令の大澤有里さんには、この

ゼミの企画・運営とともに、この本の編集作業もお願いしています。

毎月ゼミを開催しながら、並行して千明さんと大澤さんに本に向けた

原稿化と編集作業を進めていただいたおかげて、この Vol.2もゼミて

の議論の熱さが冷めないホットなタイミングて出すことができまし

た。おふたりの創意工夫のおかげて、この本はゼミ本体より格段にわ

かりやすくなっている気がします。

ゼミに参加したくさんの鋭い質問をしていただいた皆さん、そして

この本のライターとエディターである千明さんと大澤さんに、心から

感謝申し上げます。

今後も皆さんといっしょに労働法のホットな世界を広げていけたら

うれしいです。

2026年 4 月 毎月第 3 水曜日を楽しみにしながら

水町勇一郎
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14 

国立大学法人大阪大学事件
～大学非常勤講師の「労働者」性と「業務の
性質」論

（大阪地判令和 7年 1 月30日判決）
（令 5 年（ワ） 1187号、 X1 ら 4名対国立大学
法人 Y、地位確認等請求事件）

LEX/DB 25622220 
〔参照条文〕労働契約法2条 1 項、 6 条、 18条 1 項、 19条等

〈国立大学法人大阪大学事件〉

区·
非常勤言責師

信冒
く 6か月または 1 年の委曙契約＞

3. 3月~ R4.1月屡
13年半 14年半

4. 2月信冒
11年q年

Y大学認めず

1 地裁 I 請求薬却
労契法上の労働者に該当しない

言

包巴四竺）
R4. 4 月 有期雇用契約

• 
RS. 3月末雇止め

三臼唸
唸魯



1 国立大学法人大阪大学事件

' 大
1
9
を
授
1
0
よ
約
リ
Y
勤
で
業
で
令
ョ
、
契
れ
た
万
研

5

月
項
と
解
用
等
分
～
各

立
成
約
の
年
に
契
［
、
常
ま
授
間
、
シ
月
労
そ
し

1

卜
和

3
1

期
は
雇
金
~
件

国
平
契
等
1
8
合
同
業
月
非
月
の
の
し
一

2

、
、
結
り
ン
令
年
条
始
め
期
賃
の
本

(
。
、
嘱
語
成
統
で
授

4

の
3

等
と
結
ケ
年
て
は
締
た
メ
、
5
1
8
を
止
無
額
後
、

A

切
れ
委
英
平
件
ま
の
年
）
年
動
Y
締
二

4

し
Y
を
あ
ス
は
和
法
）
雇
、
月
日
は

外
、
さ
の
で
、
本
月
等
2
3
4
行
を
ュ
和
と
と
約
回
ー
ウ
Y
令
契
日
た
て
の

虚
c
v鱈
ぽ
〖
匹
厄
的
麟
頸
〗
鐸
｀

3
4門
げ
廷
厄
順
m
o。
廷
砥
房
印5配
譴
〖
5

月
幻
て
は
2
x
0
4

究
、
、
シ
年
嘱
で

4

超

X
雇
授
給
れ
ー
り
4

て
主
月
判
に

1
0
統
し
た
日
告
釦
和
研
は
E
J
し
ー

5

委
度

X

を
支

X

あ
年
っ
と

4

年
件
と
ま
1
原
1
9
令
域3
I
E
結
ヶ
如
の
程
と
年
己
”
加
を
さ
ヽ
で
3

も
ど
年
本
麟

1
9
本
師
弔
澤
。
和
、
地
X
r
c締
二
年
マ

3
5

ん
当
と
ず
約
和
を
な

5

ち
か

成
r

講
ヵ
卸
令
し
ル
告
を
ユ
平
ー
コ
X

が
込
る
本
手
象
せ
契
令
日
る
和
う
る

6

た
結
ゴ
原
下
約
ミ
、
は

5

゜
、
間
し
す
基
連
対
新
用
は
末
あ
令
の

平
下
勤
間
し
算
、
締
ン
。
以
契
コ
は
た
日
い
月
期
申
と
。
関
の
更
雇
て
月
で
、
。
分
鯰

盟
で
期
新
r
a
i
5
を
モ
）
（
嘱
で

4

ま
2

同
ー
約
を
間
似
動
等
を
よ
い

3
効
び
た
部
こ

で
更
約
じ
委
マ

x

月
澤
と
年
契
換
年
類
活
分
約
籾
つ
年
無
よ
し
求
|

）
た
の
間
を
時
用
契
回
頃
←
の
コ
告
か
ー

4

算
転
ー
と
育
処
契
契
に

5

て
お
起
請
翫

学
し
A

の
約

2

雇
嘱
4

ー
ン
年
6
原

6
た

X

和
通
の
砂
畔
教
麟
顧
嘱

1

和
し
、
提
金
働

大
合
、
と
契
マ
期
委
計

X
セ
ー
～
。
間
し
は
玲
の
へ
委
ほ
令
と
認
を
賃
労

阪
統
月
Y
同
コ
有
の
で
は

2

い
期
新
給

9

約
約
月
嘱
当
、
期
。
件
、
反
確
え

大
を
4

、
で
ー
て
月
マ
は
流
た
日
更
時

2

契
契

4

委
手
れ
有
た
本
日
し
違
位
訴
の

人
年
り
ま
で
し
か
コ
給
交
ま

2

同
区
を
。
双
嘱
期
年
各
理
ら
の
れ1立
号
地
件
来
の

法
鈎
5

ょ
月
叩
と
6
1

時
育
月
澤
と
と
約
当
月
委
無
4

記
管
け
と
さ
し
月
成

2

る
本
儒
条

学
大
成
に

3
6
8
師
間
日
。
教
か

X
l師
契
担

3
れ
き
和
上
績
付
ら
め
対

4

が
条
す
、

2

大
語
平
合
年

6

講
期
1

当
際

6

た
は
講
同
を
年
ぞ
づ
令
は
成
務
ー
止
に
年
約
1
9
有
て
却
）
法

立
国
、
統

3

給
勤
て
澤
担
国
間
し
で
業

3
れ
基
を
等
て
義

X
雇

Y
4

契
法
を
め
棄
下
契

国
外
は
件
和
時
常
間
を
の
期
新
給

m
ま
授
和
そ
に
間
容
ぇ
が
、
て
、
和
用
契
利
求
求
却
帝

阪
1

本
令
。
非
の
た
）
Y
て
更
時
乍
月
の
令
、
項
期
内
加
講
降
つ
よ
令
雇
労
権
を
請
は
ヵ

Y
大

x

の
、
当
の
と
し
式
で
し
を
。
叩

3

等
は
し

1

用
の
、
受
以
も
い
き
期
は
の
等
ら

如
告
人
告
月
し
担
A
Y
新
方
間
と
約
当

E

年
動
ー
対
条
雇
業
円
の
月
を

1

っ
無
た
上
払

m
i
l

被
法
原
1
0
結
を
、
、
更
一
の
師
契
担

E
4

行

X

に
1
8
れ
受
8
4
等

4

日

X

基
る
ま
約
支

r
x

事
学
年
締
業
月
り
を
レ
と
講
同
を
C
I
和
ン
Y
法
ぞ

(
1
7

修
年
末
に
す
雇
契
の
判

[
I
I
I

皿

w
[
I

（紅閾揺忍ょ



16 

委嘱契約の内容や本件各委嘱契約に基づく労務の提供の実態等に照らし、

Xl らと Y との間に使用従I属関係（使／廿従属性）があるといえるか、すな

わち、〔 1 〕 Xl らが Y の指揮監督下において労務を提供したか（具体的

仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由の有無、業務遂行上の指

挿監抒の有無、勤務場所及び勤務時間に関する拘束性の有無及び程度、労

務提供の代替性の有無）、〔 2 〕 Xl らの報酬が〔 l 〕の対価として支払わ

れたか（労務対伯性）、〔 3 〕その他の事梢 (X 1 らの事業者性の有無や専

屈性の程度等）を総合的に考慰して判断するのが相当である。」

' 【判旨】請求哀却

I 労契法の労働者に当たるかどうか

--

＝委嘱期間は使用従属関係にあるか

【 8 つの甚準】で判断

①諾否の自由 ②指揮監督下 ③時間・場所の拘束

④代替性の有無 ⑤報酬の労務対償性 ⑥事業者性

⑦専属性 ⑧その他

•一--. ---• 

II l ®Xl らは、 Y の専任講師とは異なり、契約で合意した内容以外に

具体的な仕事の依頼や業務従事の指示を受けることがなく、合意した業務

を超えた業務の依頼等がなされてもこれに応じる義務がないから、業務従

事の指示等について諾否の自由があることがうかがわれる。⑥Xl らがシ

ラバスの内容に沿って授業を行うことや成績評価・採点を行うことは、業

務の性質上当然に予定されているものであり、本件契約に基づく業務の）役

行にほかならないから、業務従事の指示等について諾否の自由がないこと

を基礎付ける事惰とはいえない。

2 ®大学教員の授業の実施という業務は、その業務の性質上、大学側

から具体的な指揮命令を受けることにはなじまないものといえる。⑥ Xl

らの担当コマ数は少なく、シラバスの内容や授業計画の検討等へは関与せ

ず、成禎評価の最終決定者ではないこと等の事梢は、 Xl らが本件契約の

定めに従って業務を遂行するにとどまり、 Y から具体的な指揮監将を受け

ることが想定されていないことをうかがわせ、業務遂行上の指揮監腎を否

定する方向に働く。®シラバス等に従って授業を行い、成組評価を行うこ

とは、本件契約の義務の履行そのものであり、成紐評価の方法等の指定も

業務の性質上不可欠なものであり、これらの事情から Y から指揮監＇督を

受けていたとはいえない。⑥ Xl が Y から英文のアサインメント等の実
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施を求められていたことは業務の性質上不可欠の指示にとどまり、 Y から

シラバスの修正指示を受けていたこと等は委嘱契約の性質上不可欠の指示

といえる。 ®X3 と X4 が専任教員から具体的な指示を受けることがあっ

たことは、チームティーチング方式という授業の特殊性に由来するもので

あり、 Y から指揮監督を受けていたと評価するには足りない。

3 ®授業の場所や時間帯の指定は、業務の性質上必然的なものであっ

て、 Xl らが本件契約によって強い時間的・場所的拘束を受けていたとは

いえない。⑥加えて、 Xl らは出勤簿への押印や定期的に授業実施の報告

を行っていたにすぎず、出退勤時刻や講義の実施時間の報告はなされてお

らず、厳格な勤務時間管理を受けていなかった。

4 Xl らが第三者に授業を代替させることは認められていないが、第

三者による授業の代替は大学の授業という業務の性質上そもそも予定され

ていないものであって、直ちに指揮監督関係の存在を基礎づけるものと評

価することはできない。

5 Xl らの報酬は、 1 コマを 2 時間相当として、授業 1 回につき 1 万

3370円と算定されていることからすると、時間給を基礎として算定されて

いるとみる余地がある。しかし、®この算定方法は、授業時間 (90分）に

30分加えた時間を報酬算定の基礎としたとみることができるが、授業の事

前準備をどの程度の時間をかけて行うかは Xl らに委ねられており、⑥授

業の実施は出来高等の成果によって報酬を決定することが性質上困難であ

ることを踏まえると、単位時間あたりの金額を基礎として報酬を定めざる

を得ない側面も否定できず、この報酬の算定方法をもって直ちに労務対償

性があると評価することはできない。

6 ®X1 らの報酬は 1 時間あたり 6685円であり、 Y に有期雇用され類

似の業務に従事する特任講師の時間給単価（上限3624円）の約 2 倍であっ

て相当高額であり、 Xl らの事業者性を基礎づける。 Xl らは Y でのコマ

数が少なく特任講師と年収の差があるとしても、 Xl らは Y 以外の大学で

授業を担当し相応の収入を得ていたから、特任講師との時間給単価の比較

が有意でないとはいえない。⑥ Y での講義という業務の性質上、 Xl らが

Y の機器等を使うことは通常あり得るから、これをもって労働者性を補強

する要素にはならない。

7 Xl らは、他大学等で週 2~8 コマの授業を担当していたことから

すると、 Y への専属性が高く経済的に Y に従属しているとはいえない。

8 ®Xl らの報酬について給与所得としての源泉徴収がされており、

労働者性を補強する事情といえる。⑥本件契約の締結手続は任期がない教

職員の採用手続とは異なっていること、⑥Xl らは社会保険や雇用保険の

対象とされていなかったこと、⑥ Xl らは懲戒処分の対象とされていなか

' 



ったことは、労働者性を否定する方向に働く。 ®X1 らは年休に相当する

休暇を付与されていたが、シラバスで定められた回数の授業を実施する必

要があり、労基法39条の年休と同様のものでもないため、労働者性を強く

補強するものとはいえない。① Xl らに適用される Y の規程には、職務

専念義務、信用失墜行為等の禁止、守秘義務、セクシャル・ハラスメント

の防止、安全衛生に関する遵守事項、出張等に関する定めがあるが、雇用

契約に特有のものではなく、労働者性を補強するものとはいえない。むし

ろ、本件規程には懲戒処分等の定めはないから、労働者性を否定する方向

に働くものといえる。®本件規程にも、契約期間通算 5 年の上限の定めが

あるが、有期雇用契約との均衡上有期雇用契約と統一的な運用を図ること

が許されないわけではないから、労働者性を強く補強するものとまではい

えない。

皿 「以上より、本件各委嘱契約の締結時、 Xl らは労働者であったと認め

ることはできず、本件各委嘱契約が雇用契約ということはできないから、

本件申込みにより、これが無期雇用契約に転換したものということはでき

ない。」

w 〔令和 4 年 4 月の〕本件有期雇用契約の締結後、これが更新された実績

はなく、非常勤講師の業務が恒常的なものというのは困難であること等か

らすると、 Xl らが契約の更新を期待することに合理的理由があるとはい

えず、労契法19条 2 号に基づき契約が更新されたものとはいえない。

【評釈】判旨に疑問あり

I 本判決の背景と課題

本件は、大学で10年以上講義を行ってきた非常勤講師の労働者性が否定さ

れ、労契法18条 1 項に基づく無期転換が認められなかった事件である。従来

は大学の非常勤講師の労働者性が問題となることはなかった（労働者性があ

ることは当然の前提とされてきた）が、近時、労働者性が問題となりそれが

否定される裁判例が続いている（国立大学東京芸術大学事件・東京地判令和 4·

3 • 28労経速2498号 3 頁、本件判決、国立大学東京海洋大学事件・東京地判令和 7·

2 • 20労経速2590号17頁）。その背景には、非常勤講師の無期転換回避のため

の雇止めをめぐる紛争が続発するなかで、その労働者性が問題となりそれが

否定される例が続いたという経緯がある。そしてこれらの裁判例には、共通

する一定の特徴がある。本評釈では、それが典型的に現れている本判決の労

働者性判断の特徴を分析し、大学の非常勤講師の労働者性をめぐる近時の裁

判例の問題点、および、その遠因である労働者性の一般的な判断枠組み（後

述する昭和60年報告や判例の説示）に内在する問題点を明らかにすることに

三配四



1 国立大学法人大阪大学事件

したい。

G 
非常勤請師の無期転換問題について

「そもそも労働者ではない」と否定される裁判が増えている

[•国立大学東京芸術大学事件 (R4 3 28) 

芦畠雷□悶::::（::：る特徴），

' 

S 60年労働甚準法研究会報告の中に原因あり

z、

II 本判決の判断枠組み

1 本判決は、労契法上の無期転換権行使（同法18条 1 項）が詔められる

労働者（同法 2 項 1 項）に当たるか否かについて、契約内容や労務提供の実

態等に照らし、〔 1 〕指挿監督下の労働（①仕事の依頼等への諾否の自由、

②業務遂行上の指揮監督、③勤務場所・時間の拘束性、④労務提供の代替

性）、〔 2 〕報酬の労務対彼性（⑤)、〔 3〕その他の事情（⑥事業者性、⑦専

屈性、⑧その他）を総合考慮して判断するとしている（判旨 I) 。

2 この判断枠組みは、基本的に、労基法上の労働者性の判断碁準に閲す

る昭和60年12月 19 日の労働基準法研究会報告（以下、「昭和60年報告」とい

う）の枠組みに則ったものといえる（水町勇一郎「詳解労慟法〔第 4 版〕」（東京

大学出版会、 2023) 38頁以下等参照）。本件では労契法上の労働者性が問題とな

っているが、労契法の労働者の定義 (2 条 1 項）が労基法の労働者の定義（ 9

条）と基本的に同じ文言（「使用」と「貸金」）を用いていることから、一般

に、労契法上の労働者性の判断には労基法上の労働者性の判断基準があては

まると解釈されている（前掲・水町72頁以下等参照）。本判決は、この労働者性

の判断枠組みの点では、これまでの裁判例や学説の一般的な理解に沿ったも

のといえる。しかし、本判決の具体的判断には大きな特徴がある。

19 
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【争点】労契法18条 1 項（無期転換）の労働者に当たるのか

労契法の労働者＝労甚法の労働者

S60年労働甚準法研究会報告【 8 つの基準】

で判断するのは一般枠組みとして0

冨
①から⑧の具体的判断に大きな特徴おり！ ! 

皿 本判決の具体的判断と裁判例

1 本判決は、上記判断枠組みの諾否の自由（①)からその他の事情

（⑧)にあたる事惰をそれぞれ拾い出して労働者性の強弱を論じ（判旨 II l 

~8) 、それらの事情を総合して Xl らの労働者性を否定している（皿）。

2 この本判決の具体的判断のなかには、次の大きく 3 つの特徴がみられ

る。®業務や契約の性竹上当然といえる事情は考慮しない、⑧本件契約に基

づく業務や義務そのものは考感しない（契約外の業務・義務の不存在は労働

者性を弱める事情となる）、©常勤教貝等との比較を考慮するという 3 点で

ある。具体的には、®シラバスに沿った授業実施や成鎖評価等（判旨 II の 1

⑥、 2©) 、アサインメント実施やシラバス修正 (2④)、チームティーチン

グ方式 (2® 〔授業の特殊性〕）、授業の場所・時間の指定 (3®)、授業代

替の禁止 (4)、報酬の決定方法（ 5 〔成果による決定は性’質上困難〕）、服

務規程の適用（ 8①〔雁用契約に固有のものではない〕）といった業務また

は契約の性骰上当然として予定されている（またはその他の方法が困難であ

るもしくは飛用契約に固有のものではない）事惰については、労働者性を基

礎づける（または強める）要素とはいえない、⑧授業実施や成紐評価は契約

上の業務そのものであるため労働者性を基礎づける事梢とはいえず (l® • 

⑥、 2◎)、契約上の業務以外への指揮監督の不存在は労働者性を否定する

方向にはたらく (2®)、©専任講師と比べた業務の狭さ (l®、 2 ⑥)や

採用手続の違い (8⑥)は労働者性を否定する方向にはたらき、特任講師と

比べた報酬単価の嵩さ (6®) は労働者性を否定する（事業者性を基礎づけ

る）事情となるとしている（本判決がこられの点以外であげている事惰とし

ては、労働者性を否定する方向にはたらくものとして、厳格な勤務時間管理

を受けていないこと (3⑥)、専属性の低さ（ 7)、社会保険・雁用保険の対

象外であること (8◎)、懲戒処分の対象外であること (8⑥•①)、労働者

性を肯定する方向にはたらくものとして、給与所得としての源泉徴収 (8

20 



1 国立大学法人大阪大学事件

®)、年休に相当する休暇の付与 (8® 〔ただし強く補強するものではな

い〕）、通勾契約期間の上限の存在 (8® 〔ただし強く補強するものではな

い〕）がある）。

1r1 

| 3 つの特徴 I
®業務の性質上当然といえる事情は考慮しない

®契約に甚づく義務は考虐せず、契約以外の部分で判断している

©専任謙師と比べて判断している

' 
ド µレ

3 本判決の大きく 3 つの特徴(®~©)は、他の近時の非常勤講師の労

働者性をめぐる裁判例（前掲国立大学法人東京芸術大学事件判決〔業務の性質上当

然確定される授業日程・場所等以外に特段の指揮命令を行っておらず、時間的・拗所

的拘束も専任講師に比べ緩やかで、授業の実施以外の業務遂行を強制されないという

点を煎視し、労契法上の労働者性を否定〕、前掲国立大学法人東京海洋大学事件判決

〔本件契約で予定されている業務以外の業務を拒否することができ、講義以外の時間

については時1iil ．場所の拘束はなく、講義実施・成績評価・代替禁止に係る指示・制

約は本件契約の性牧上当然に予定されているものにとどまるという点を重視して、労

契法上の労働者性を否定〕）にもある程度共通してみられるものである。

このように非常勒講師の労働者性を否定する近時の裁判例は、®業務や契

約の性質上当然といえる授業実施・成鎖評価・代替禁止等の事惰は考慮せ

ず、⑧契約上予定された業務（授業実施・成績評価等）以外に負担や拘束が

ないこと、および、©常勤教員と比べて業務の範囲が狭く拘束度が低いこと

を、労働者性を否定する事梢とする（その結果労働者性を否定する）傾向が

ある。これらの点を理論的にどう評価すべきか。

学説の批判があるにもかかわらず

裁判は似たような判決が続いている

IV 考察1- 「業務の性質」論について

1 第 1 に、業務や契約の性竹上当然とされる事•Ii'i (®)については、昭
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和60年報告に一部記載があり、最高裁判決のなかにも関辿する説示をしたも

のがある。昭和60年報告は、勤務場所・時間の指定による拘束性の有無につ

いて、「業務の性質上（例えば、i賓奏）、安全を確保する必要上（例えば、建

設）等から必然的に勤務場所及び勤務時間が指定される場合があり、当該指

定が業務の性質等によるものか、業務の遂行を指揮命令する必要によるもの

かを見極める必要がある」とし、 1庸車運転手の事案で「運送物品、運送先及

び納入時刻の指定は、運送という業務の性牧上当然であり、これらが指定さ

れていることは業務遂行上の指揮監督の有無に関係するものではない」とし

ている。また、最高裁は、傭車運転手の労基法上の労働者性を否定した事案

で、「連送という業務の性質上当然に必要とされる運送物品、運送先及び納

入時刻の指示をしていた以外には」特段の指揮監督を行っておらず、指揮監

督下での労務提供と評価するには足りないと述べている（横浜南労基署長（旭

紙業）事件•最ー小判平成 8·11·28労判714号14頁）。このように、昭和60年報

告と判例では、場所・時間の拘束性や業務遂行上の指揮監督との関係で、部

分的に「業務の性質」論が用いられている。

" 
I’’ ◎ 3 つの特徴を具体的に見ていく

®業務の性質上当然といえる事情は考慮しない

II ※S60年報告やリーディングケースといわれている〈横浜南労甚

署長（旭紙業）事件〉のなかにも一部説示あり

| S60年報告 I
③時間・場所の拘束について

例：明日の朝 3 時までに豊洲までマグロを運ぷ傭車運転手

→業務の性質上当然といえる事情であり

②指揮監督とは関係ない

く横浜南労基署長（旭紙業）事件＞ H8 

◎業務の性質上当然必要となる運送物品、運送先および納入時刻以

外は指示されていない→労働者性否定

1: 

り
i-
1

2 この昭和60年報告や判例の説示と比較すると、本判決（判旨 II) は、

いわゆる「業務の性質」論の論拠を「本件契約の性牲」にも広げ、かつ、そ

の射程を楊所・時間の拘束性（判旨 II 3) や業務遂行上の指揮監督 (II 2) 

にとどまらず、諾否の自由 (II 1) 、労務提供の代替性 (II 4) 、報酬の労務
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